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要 旨  現在、文化財分野における主な関心は保存から活用へと変化してきており、これは社会の変

化や要求に従った流れである。このような社会的変化と要求は文化財保護法などの改定に反映され、文

化財政策の方向を提示することになり、それを具体化するために指針が整備される。この指針は実際に

史跡に適用され、整備という結果で現れ、国民が史跡を通じて学べる場、悪いの場として享受すること

になる。このように、文化財の保存と活用においては政策による方向設定が重要な要素として適用さ

れ、史跡整備においては指針による具体的な範囲設定が重要であることを詳細に検討した。
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1。 はじめに

現在の史跡に対する関心は、活用に主眼を置 く考え方へと変化している。これは、社会

的な変化と要求によるもので、このような社会的変化や要求は文化財保護法などの改定に

反映され、文化財政策の方向を提示することになり、それを具体化させるために指針が作

られる。このような指針はその体系上、自治体の文化野行政を通じて現場で実現され、具

体的な結果として現れる。

こうした政策の変化と指針は時間の流れとともにその時代の価値観を代弁することもあ

り、その時代を表す指標 ともなる。本稿は、社会的な要求による文化財保護法の改定内

容、そしてこれを実践するための指針という枠組みの中での史跡について検討する。

また、これを通じて史跡にどのような変化が現れたのかを明らかにしようとする研究で

もある。中でも、歴史的に日本と類似する文化財保護法の体系で出発した韓国と日本
1を

姑

象に政策の変化と史跡整備の変化を比較検討し、時代ごとの要求による政策の変化、指針

を通じて史跡にどのような変化があったのかを整理し、まとめとする。

2.研究の範囲と方法

研究の範囲としては、韓 。日の文化財保護法の制定過程から現在に至るまでの文化財保

護法改定過程を対象に検討する。韓国については、文化財保護法が制定される以前の1933

年に制定された「朝鮮宝物古跡名勝天然記念物保存令」以後、文化財保存関連改定事項 と

文化財保護法、日本については「古器旧物保存方」布告以後の、文化財保護法の改定内容

を見てい くこととし、この期間に発表された史跡関連の指針に関わる内容を検討する。こ

の検討を通 じて、文化財保護法の改定において目指された文化財行政の方向性を明らかに

し、これと関連して史跡関連指針の韓 ,日 間の比較を試みる。

3.韓・ 日における文化財保護法の流れ

(1)韓国の文化財保護法の沿革

韓国で最初に書かれた「史跡」の概念は、帝国主義日本による植民地時代に朝鮮総督府

が指定した「古跡」に見出すことができる。日本において1919年 に制定した「史跡名勝天

然記念物保存法」を、植民地支配政策にあわせて4雰正・転用した、1933年制定の「朝鮮宝

物古跡名勝天然記念物保存令」にその概念がみられる
2。 「朝鮮宝物古跡名勝天然記念物保

存令」では、「指定」という概念が導入されもしたが、指定保存することのできる保存種

日としては、宝物、古跡、名勝、天然記念物などの4種であった。

「記念物」の概念で指定される文化財は、貝塚、古墳、寺跡、城跡、窯跡、その他遺
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跡、景勝または動植物、地質鉱物その他学術研究の資料 となるものを保存する必要がある

際に、朝鮮総督が古跡、名勝または天然記念物 として指定することができ、指定文化財は

現状変更が禁止 され移転が制限され、史跡地内での発掘などの変更事項に姑するすべての

事項は朝鮮総督の許可を受けるようになっていた。また毀損および変更範囲については罰

則条項が設けられた。

指定および調査に必要な朝鮮総督の諮問機関として朝鮮総督府「宝物古跡名勝記念物保

存会」を置いて指定および解除時に諮問を行い、「宝物古跡名勝天然記念物保存要 目」
3で

定めた基準に従って指定対象を審議 した。

「要 目」で定めた「古跡」の分類は、有史以前の遺跡、住居に関するもの、祭祀や信仰

に関するもの、軍事国防に関わるもの、産業交通土木に関わるもの、墳墓、重要な建築物

跡などで、歴史の証拠 となるに値するものを選定 して指定することができ、その種類を見

ると城郭、古墳群、寺址、宮殿跡などが大多数を占める。その他、鶯石亭跡や貝塚、史庫

跡などが一部含まれている。

以後、韓回は1945年 8月 15日 に主権を回復するが、文化財保存に関する法律を制定する

時期までは帝国主義 日本が作成 した「朝鮮宝物古跡名勝天然記念物保存令」の効力を、制

憲憲法第100条 の規定によって維持させていた。その後1952年 12月 19日 に、「国宝古跡名勝

天然記念物臨時保存委員会」が大韓民国政府文教部長官によって初めて構成された。

この臨時委員会は、1955年 6月 28日 に文教部長官によって「国宝古跡名勝天然記念物保

存会」 として正式に発足 し、この保存会は1957年 5月 31日 第11次総会の際に「文化財録

存」に対する法規制定を政府に建議 した。そ して1960年 11月 10日 国務院令第92号 として

「文化財保存委員会規定」が公布された。

そして1962年 1月 10日 、法律第961号 として「文化財保護法」力滞J定・公布され、韓国に

おいて文化遺産全般を保護・管理する最初の基本法となった。

(2)韓国における文化財保護法の改定

韓国における文化財保護法の変化の推移
4は

、次のように整理できる。

1962年 度に制定された文化財保護法は、 7章 73条付則 3条で構成されてお り、主権回復

以後最初の文化財保存・管理についての統一的かつ総合的な立法であったという点に大き

な意味を求めることができる
5。

文化財保護法が制定された1962年 以後、他法制定を除外 し

た20余回にわたる大小の改定があったが、主要な内容を見ると、1963年 には指定または仮

指定文化財を文化財 とする概念整理を行い、宝物の概念が追加 され、何 よりも重要なこと

は文化財管理特別会計が設置されたことと言えるであろう。これにより旧皇室財産法が廃

止され、旧皇室財産の一部を文化財管理特別会計に転入させた。

1970年 の改定は、海外展示など文化財の国際的交流を目的とする他には、文化財の国外
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第 1表 韓国における文化財保護法改定の内容
6

区分 年月日 主な改定内容 備考

1

包行1962 110
去律 劣961号

D文化財保護法制定

2
厄行 1963 2 9
去律 第1265号

D分科委員会業務部長
D重要民俗資料の概念追加

D発掘文化財に関する処理

D指定または仮指定文化財を文化財とする概念定立

D宝物の概念追加

D文化財管理特別会計の設置
D旧皇室財産法廃上

D旧皇室財産の一部を文化財管理特別会計に転入

3
也行 19631217
去律 第1583号,196312

D憲法の改定に先立ち憲法に応じる「国務会議の審議を」の条項追力日

4

竜行 1965 7 1
供律 第1701号 ,

1965  6

D既存の国公有財産処理臨時特例法廃上に伴う文化財管理局所管雑種別

団処分などに関連する事項整備

5

施行 1970 910
法律 第2233号 ,

1970  8 10

D火災、盗難および毀損などの被害予防上、必要な場合は国宝、宝物と

して指定または仮指定された文化財を国家で直接管理できるようにす

る
D海外展示など文化財の国際的交流を目的とする以外には文化財の国外

輸出や搬出をできないようにする

D指定文化財以外の文化財のうち郷土文化保存上必要なものは地方文化

財として指定できるようにし、所要経費は国家または当該地方自治体
が負担あるいは補助する

D文化財の海外流出、窃取、隠匿、毀損その他の犯法者に対する罰則を

5貪イ筐

D戦時、事変またはこれに準ずる国家非常時の文化財保護に対する特別

規定を新設

色イ子 1973 2 5
去律 第2468号

,

973 2 5,一 部改定

D観覧料の徴収管理が不適当な場合は、指定する地方公共団体またはそ

の他の法人に徴収管理させる

D土木その他の建設工事による発掘や毀損・滅失などの憂慮のため移転

または保存する場合の所要経費は建設工事施行者が負担することとす

る
D文化財売買業者の登録制を許可制にする

D犯法者に関する情報提供者または逮捕者に対する報償金支給制度を新

設
D指定文化財の保護区域内にある土地の収用や使用には土地収用法を準

用する

7

竜行 1983 7
去律 第3644号

,

9821231,
缶面改定

D全面改定

D動産文化財の登録制度廃上

D文化財 を国家指定文化財、市・道指定文化財および文化財資料に区分

D天然記念物に関する保護を徹底するために動物の生息地・繁殖地・渡

来地 と、植物の自生地自体も天然記念物に指定できるようにする

D史跡 重要民俗資料などその他の国家指定民俗文化財に対 しても文化

広報部長官が滅失などの予備処置をできるようにする

D国宝・宝物の模写・模造および重要無形文化財の楽譜・台本製作行為

などを許可事項から削除し、自由にできるようにする

D重要無形文化財の保有者が伝援教育を実施できるようにし、伝授教育

を受ける者に対 しては奨学金を支給できるようにする

D文化財売買業者の資格・欠格事由・遵守事項および許可中止に関する

事項を規定する

8

施行 19841231
法律 第3787号 ,

19841231,一部改定

D非現実的な登録制度を廃上し、隠匿された文化財を活発に展示公開サ

るように誘導するとともに文化財の実態を把握

9

施行 1989 1 1
怯律 第4031号

,

19881226,他法改定

D文化財の保護・管理のための文化財管理特別会計を設置 。
i~● 営 してき

たが、同特別会計の歳入が極めて不足 しているためこれを廃止 し、文

化財の保護・管理事業を一般会計が引き継 ぐ

:施行 19961 1][法 律 身

1884号 , 1995 1 5, 一言隅

女定]

D埋蔵文化財を建設工事の施行者が発掘する場合、その文化財の保存土

必要と認定された際には文化体育部長官が直接発掘するかこれが指定

する者に発掘させられるようにする

D発掘所要経費は工事施行者が負担することを原則とするが、大統領冷

が定める建設工事に限っては国家または地方自治体が負担する



施行 1996 7 1
は律 第5073号 ,

19951229,一 部改定

D文化財修理業務の専門性および継続性を高めるための文化財修理業形

に長期間従事する公務員には、文化財修理技術者資格試験の一部を究

除

D文化財の観覧料はその所有者などが自律的に決定

D文化財売買業の許可に関する文化体育部長官の権限を地方 自治体の振

に移譲

危行 1999 7 1
宏律 第5719号 ,

999 129,一部改定

D各種開発事業による文化財の毀損を事前に予防す ることのできる体詢

を整備

D文化財事犯の探索を強化するため違法行為に対す る罰金の額を上方評

整

D国民に不便を与える行政規制緩和のための各種 申告および報告義務考

どの廃止

色行 2000 7 1
去律 第6133号 ,

Ю00 112,一部改定

D文化財保護区域の指定による財産権行使の制限減少のために文化財保

護区域関連制度を改善

D文化財修理技術者の資格取得および登録の行政規制を緩和

D文化財保護のための文化財公開の制限強化

色行 2001 7 1
去律 第6443号

,

Ю01 328,一 部改定

D重要無形文化財保有者認定制度を改善
D文化財修理工事の評価制度を導入
D近代文化遺産などの保護のために保存する価値がある建造物および証

念物を登録

色行 2003 7 1
去律 第6840号 ,

Ю021230,一 部改定

D文化財修理技術者・文化財修理業者などの業務処理基準を整備

D文化財修理工事に対する瑕疵担保責任に関する規定強化

D文化財の窃盗・盗掘防止およびその不正な流通の速断強化

色行 2005 728
去律 第7365号 ,

Ю05 127,一部改定

D文化財修理技術者および技能者の登録事務を文化財庁から市 。道へ彪

譲

D登録文化財の登録対象を拡大

D発掘機関などの不注意に対する制裁手段を整備

色行 2006 624
去律 第7734号

,

Ю051223,一部改定

D指定文化財に対する定期調査と再調査の実施

D市・道知事が市・道指定文化財を修理 した時には文化財庁長に報告

D文化財庁長または市・道知事に指定文化財の火災予防および消火設務

など設置のための必要な施策を樹立・施行

色行 2007 727
去律 第8278号 ,

Ю07 126,一部改定

D文化財の仮指定対象を宝物 と国宝級文化財まで拡大

D埋蔵文化財が発見・申告された場合、所有権の主張期間は30日 から凱

日までに延長

D文化財売買法を要件強化

乞イ子2008 929
去律 第9002号 ,

Ю08 328,一部改定

D文化財委員会運営の公正性、手続きの透明性および委員の責任性を高
める

D文化財庁が文化財と関連して政策を樹立・執行する際に助けになるよ

う一般動産文化財の現状 。管理などを調査できる法的根拠を整備

色行 20081214
去律 第9116号 ,

Ю08 613,一部改定

D天然記念物動物治療所の指定・解除権限を市・道知事に付与
D国家指定文化財の申告事項、登録文化財の申告自由および市 道知暮
の文化財庁長報告事由に遺失と盗難を含める

伍行 2011 2 5
去律 第10000号 ,2010 2
.全面改定

Э文化財保護法全面改定
Э複雑な立法体系改善、文化財保存・管理環境変化による立法需要に大

応
D体系的な文化財修理制度の整備
D埋蔵文化財の保存・管理などに万全を期す
D国外に所在する韓国文化財に対する保護 還収および活用のためのぢ
策推進の根拠を整備

D多様な類型の文化財保存・管理および活用のための実効性確保

韓日における文化財政策の変化と史跡整備に関する研究

輸出や搬出をできないように制限するもので、地方文化財の概念新設、戦時、事変やこれ

に準ずる国家非常時の文化財保護に対する特別規定を新設したのが特徴である。

1983年 には文化財保護法の全面改定が実施されたが、文化財を国家指定文化財、市 。道

指定文化財および文化財資料に区分し、遺跡地の発掘許可を大統領令で定め、厳格に制限

し、国際条約によって保護される外国文化財に対する録護制度を明文化するなどの大幅な

改定が行われた。これは第 5共和国憲法に提示した文化国家の理念を提示 し、日本の文化
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財保護法改定内容の一部を参考に改定されたものである
7。

1989年 には特別会計が一般会計に転換 され、1999年 には開発にともなう埋蔵文化財の保

護のための地表調査実施 と文化財庁長 との事前協議、埋蔵文化財周辺の景観保護を強化 し

た。また2001年 には登録文化財制度を新設し、文化財の範囲を拡大 した。

そして、2010年 には文化財保護法が全面改定され、「文化財保護法」、「埋蔵文化財法 J、

「修理技術法」の 3種類に分けて関連法制度間の関係 を明確にするなど文化財保存・管

理、環境変化による需要に応 じた体系的な文化財4雰理制度の整備 と埋蔵文化財の保存・管

理などに万全を期 し、国外に所在する韓国の文化野に対する保護・還収および活用のため

の政策推進の根拠を整備するなど、多様な類型の文化財保存・管理および活用のための実

質的な文化財保護法が推進されている。

現在、文化財保護法によって指定管理する「史跡」は490件 であ り、それにともなう指定

保護区域の面積は156,958,000だである
8。

(3)日 本における文化財保護法の沿革

日本では、明治維新以後西欧化に伴って起きた伝統を軽視する風潮に対する自覚から、

古器物保存方が太政官
9に よって布告された。この時点が日本における文化財保護の始まり

とみられているЮ
。以後1880年から1894年 まで、古社寺保存金によって寺社の修理を支援

し、文化財保護を目的とする近代最初の法律として1897年に「古社寺保存法」が公布され
1と

、

「古社寺保存法」公布以後は保存金による修理は全て府と県に執行委託する形態で進めら

れた。しかし、このような文化財保存に対する動きは建築物と宝物に限定されたものであ

った12。

文化財保護に関する本格的かつ総合的な観点から制定された法は、1919年 に制定された

「史蹟名勝天然紀念物保存法」
13で

ぁる。1897年 以後、日本で急速に進行した近代化資本主

義によって鉄道と工場が各地に建設され、土地開発による史跡、名勝、天然記倉物など、

主に土地を対象にした文化財の破壊が頻繁に起こったことによる、「紀念物」
望の保存運動の

ためであった。この法によって、史蹟603件、名勝206作、天然紀念物781件が指定されため
。

1929年 には国宝保存法が古社寺録存法を拡大する概念として制定され、既存の指定対象

が建造物および宝物類であったのを、「特別保護建造物」または「国宝」として指定し
お
、

国有、公有、私有のものまでも「国宝」の指定対象に含めた。

1933(昭和8)年 には「重要美術品等ノ保存二関スル法律」が制定された。「文化財保護

法」は、上述した「史蹟名勝天然紀念物保存法」と「国宝保存法」、「重要美術品等ノ保

存二関スル法律」など三つの法律が一つに合わさり、1950年 に「文化財保護法」として侑U

定されたW。

(4)日 本における文化財保護法の改定
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第 2表 日本における文化財保護法改定の内容
鴻

区 分 年月日 主な改定内容 備考

1 1951年
昭不日26年 12月 24日

法律第318号

○研究所を 1文化財研究所」と名称変更

○文化財所有者関連税金に関する規定追加

○各都道府県の教育委員会に文化財専 F日 委員設置についての規

定追加

2 19524F
日召不日27/■ 7月 31日

法律第272号
○文化財委員を非常勤 とする規定

3 19544F
ほ召不日29年 5月 29日

法律第131号

○民俗資料、記念物の概念を明確にする
○文化財研究所の名称を国立文化財研究所に変更

○重要文化財の管理団体による管理規定
○管理団体の概森追加
○無形文化財の中に重要無形文化財指定を追加
○民俗資料の中に重要民俗資料指定を追加
O埋蔵文化財保護制度強化
○記念物の中の史跡、名勝、天然記念物に特別史跡、特別名勝
特別天然記念物の概念追加

○重要民俗資料の概余追加

4 1975年
昭和50年 7月 1日

法律第49号

○民俗資料を民俗文化財に変更
○現状変更の強化
○無形文化財保有団体認定
○重要民俗資料を重要有形民俗文化財に変更
○埋蔵文化財発掘時、事前に文化庁長官に通知
○伝統建造物保存地区追加

○文化財保存技術の保護
○民俗資料を有形の民俗文化財に変更
○重要民俗資料を重要有形民俗文化財に変更
○都道府県の文化財保護審議会に非常勤文化財保護指導委員を
置く

5 19964F
平成8年 6月 12日

湊 往 笛 Aハ ■

○重要文化財以外の有形文化財のうち建造物で保存および活用
が特に必要なものは登録有形文化財として登録

20024F
平成 14年 7月 3日

法律第82号
○特記すべき事項な し

7 2004年
平成16年 5月 28日

法律第61号

○民俗技術に対する項目追加
○文化的景観の項目新設
○重要文化的景観の管理強化
○登録有形民俗文化財、登録記念物追加

韓日における文化財政策の変化と史跡整備に関する研究

1949年 1月 26日 、法隆寺金堂の火災によって壁画が焼失 した。これを契機に文化財保護に

関する総合的な法律 として「文化財保護法」が制定され、文化財保護法の前身である「史

蹟名勝天然紀念物保存法」、「国宝保存法」、「重要美術品等ノ保存二関スル法律」は廃

止された。

制定された文化財保護法は計13章におよび、既存の文化財関連法を骨格に、無形文化

財、民俗資料、埋蔵文化財などを保護対象に含め、文化財保護の概念をさらに拡大させた

ものであった。これによって美術工芸品5,824件、建造物1,059件 が指定された。

以後、 日本の文化財保護法は2004年 まで大 きく7度にわたって改定が行われたが、特に

1954年、1975年、1996年、2004年 には大きな改定があった。

1954年 の改定では、重要無形文化財の指定、重要無形文化財保有者認定制度が導入 さ

れ、民俗資料については重要民俗資料の指定 と無形の民俗資料の記録保存制度が実施され

た。埋蔵文化財については土木工事の規制が適用され、地方公共団体の役割を明確にする

ために文化財保護に関する条例が新設された。

1975年の改定では、民俗資料を民俗文化財 と名称変更 し、重要民俗資料は重要有形民俗
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文化財に改称 され、新たに無形の民俗文化財については重要無形民俗文化財制度を設け

た。伝統的建造物群に関しては、重要伝統的建造物群保存地区の制度が新設 され、建造物

群によって形成された伝統的景観が文化財として設定された。また文化財修理のために必

要な伝統的技術を選定保存技術として選定し、保有者を認定する制度が新設された。

1996年 には、 日本の近代化に貢献 した産業・交通・土木に関する文化遺産について、近

代化遺産としての実態調査が行われ、建造物に関する登録有形文化財が新設された。

2004年 には、文化的景観を文化財の一つと見て、新たに重要文化的景観制度を設置し、

民俗技術を民俗文化財に変更 して録護の対象に含めるとともに、登録制度の射象を登録有

形民俗文化財、登録記念物に拡大 した。

現在、 日本では、文化財周辺の総合的保存・活用について地域活性化のための歴史文化

保存活用地域に関する検討を行っている。

(5)小 結

韓 。日の文化財保護法は、上で見てきたように単一法の体系で構成され、文化財全般に

関する規定を置いている
p。

前述のとお り韓国は日本の影響を受けているため、開始段階の

文化財保護法には大差はないが、文化財保護法の改定による変化を見るとそれぞれの時代

ごとの状況と要求による差が見られる。

韓国の場合、解放以後の混乱 と朝鮮戦争 という混乱期を経たために、その間は文化財に

関する政策を展開する余力がなかった。それ以後、韓・ 日両国の文化財保護法には、経済

的な開発状況を反映 した共通の埋蔵文化財の保護体制が 目につ くようになるが、日本では

50年代、韓国では70年代の文化財保護法がこれに該当する。

90年代に入って日本は経済開発が加速化する中で、文化財の対象を近代文化財にまで拡

大 して登録文化財を新設 したが、韓国でも2001年度に登録文化財制度を新設 してその対象

文化財の幅を広げるようになる。

しか し、90年代の韓国では埋蔵文化財を中心 とした周辺景観の保存をより早 く文化財保

護法に導入 し、 日本 よりも強化 された行政規制を維持 してきたために、文化財による行政

規制の緩和が保護法改定に導入されたという点は、韓 。日間の差と言えるであろう。

また、2000年代に入ってからの韓・日両国は、ユネスコ世界遺産と関連 して競争的な関

係にあ り、これを通 じて国際的な基準に合 う文化財保存管理に力を注いでいる。そして

2000年代後半になり、最 も大 きな差が現れる。 日本では、文化的景観を文化財のひとつと

見て対象文化財 と景観を一体的に保存 しようとするなど、いまだに文化財保護法の単一体

系下で領域を広げている反面、韓国では2010年 に文化財保護法の全面改定をおこない「文

化財保護法」「坦蔵文化財法」「修理技術法」の 3つ に分法 して関連法制度間の関係を明

確にするとともに、文化財保存・管理環境の変化による需要に応える体系的な文化財修理
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第 3表 史跡総合整備計画樹立の現況 (489件中 157件 )27

醗 合訂 ノウル 釜山 煙 Б TJ十 1 光 り
ヽ
|ヽ | 大 田 蔚 山 京畿 顔 !剖ヒ 忠南 坐芭】ヒ 全南 慶北 舶 ′

'ヽ

|ヽ |

計 157(81 17 3 1(1) 7 2 7 7 14(1) 14(2)

城 郭 コ 1 6 2 H9) 2 4 6 8 3 5

陵墓 11 3 1 2

古 墳 I 〕 1 2(1) 9

寺 跡 2 1 1 5 2 1 5 1

生活遺跡 I 3 6 1 1

陶窯跡 2 2

近 代 建 築

i郵便局、教会

幸校など)

1 1

祭祀遺跡 8 3 1 1 1 1 1

宮殿 5 2 1 2

官 衛 6 l 1 1

寺院・郷校 2 上 1

我跡,訓れ束ll 3 1 2

聖 堂 2 ユ l

貝 塚 1 1

苑池 庭園 3 と 1 1

支石墓 2
| と

個人遺跡 3
| 2

住居跡 2 1
1

石 橋 2 1
|

山 1
1

胎 室 地 2 1 1

堤 防施 設 1 1

日砕伝承地 1
1

韓日における文化野政策の変化と史跡整備に関する研究

制度の整備 と埋蔵文化財の保存・管理などに万全を期 し、国外に所在する韓国文化財に射

する保護・還収および活用のための政策推進の根拠を整備 している。 日本 と韓国の文化財

保護法は、その変化の方向を全 く異にした動 きを見せているのである。

4.韓 。日の史跡 関連指針

(1)韓国の史跡関連指針

文化財保護法 (1962年 )の制定された60年代は混乱の時期で、文化政策においても無為

放任の時期と表現される。文化財事業としてあげられるのは、帝国主義日本による植民地

時代に指定された文化財に対する再指定と文化財の海外展示程度に過ぎなかった20。

1970年代に入って大統領によリセマウル運動が提唱され
21、 この後ろ盾として1969年 11月

に農漁村近代化促進法が発表された。しかしこれは、伝統から脱皮 しようとする西欧化や

経済成長の急速な進行をもたらし、政治・社会・文化 。制度および精神面の均衡ある発展
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を阻害する要因となった
22。

「慶州総合開発計画」
23な

ど、文化財を観光資源化 しようとす

る政策的努力 も展開されたが、1972年 から始まった経済開発5カ 年計画
241こ

ょる全国土の開

発と工業化による限界を克服することはできなかった。

1980年代は、第5共和国憲法に提示 した文化国家の理念に従い、過去の単位文化財中心の

保存次元から、その周辺地域 までを含む、文化財景観 と環境までもともに保存する方向に

政策を転換する時期であった。伝統寺院の文化財区域拡大指定 と民俗村の指定、伝統建造

物保存地区の指定などの後続処置が続けられた。また、多 くの国際行事 とともに文化財関

連国際協約の加入
25な

ど、文化財の国際交流が本格化 した時期でもあった。1990年代には、

ユネスコ世界遺産への登録
26と

ぁぃまって開発にともなう文化遺産の享受と埋蔵文化財を保

護するための制度が強化された。

2000年代に入ってからは、1999年 に文化財管理局が文化財庁に昇格 して文化財庁長が次

官級に格上げされ、文化財研究・行政に必要な人員が多様な分野において数的な膨張を成

し遂げた。2000年代後半からは、文化財庁の本来の力量を強化するための政策開発に力点

が置かれた。

2008年度には F城郭整備および保存管理活用方案』、2009年度には「歴史的建築物と遺

跡の修理復元および管理についての一般原則」、同年の「史跡総合整備計画の樹立および

施行に関する指針」などを通じて史跡の整備に関する概念が定立した。史跡総合整備計画

などに盛 り込むべき具体的内容、史跡整備において目指すべきもの、整備・復元にともな

う基準を明確に提示することで、各遺跡の特性を生かした史跡整備となるように誘導して

いる。

(2)日 本の史跡関連指針

日本は50年代～60年代の高度成長期を経て、都市化による集落の変化、農村の急激な変

化によって文化財の毀損をともなう開発が進められた。この時すでに、史跡の大多数は史

跡名勝天然紀念物保護法改定当時に指定されたものであり、遺跡を破壊から守る必要性が

高まっていた。

これにより、毎年20件程度の指定が行われ、1967年 には5カ 年計画で天然記念物緊急調査

が実施された。埋蔵文化財に関しても50年代の開発事業にともなう発掘が急増し、1960年

から埋蔵文化財包蔵地分布調査が行われ、 1万箇所が調査されて1964～ 1967年 にわたって

全国遺跡分布地図が作成された。

このような社会的な雰囲気の中で埋蔵文化財と資料を一体的に保存するために1966年 、

「風土記の丘設置要綱」が発表された。これは全国の古墳、城跡などの遺跡を広 く保存

し、歴史資料等を所蔵展示する展示館を設置することにより、遺跡と資料の一体的な保存

活用を目的としたものであった。その対象は可能な限り自然環境を維持している地域で、
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最小面積は16万5千∬、土地は全て国家が買取ることを原則 とした。これにより、1966年の

西都原風土記の丘を皮切 りに2007年 までに16箇所が選定され、該当遺跡の整備 と展示館の

設立が行われた。

70年代から80年代にかけて農漁村の経済的発展 と高齢化が進行するに従い、伝統的な民

俗芸能と無形民俗が減少 し、文化に対する日本国民の関心が高まって、地域の文化遺産を

活用 した地域活性化の試みが始まった。その流れは90年代にも続 き、文化財を活用 して観

光収入を高め、文化産業を発展させようとする試みと、文化庁が1989年 に興した「ふるさ

と歴史の広場 (史跡等活用特別事業)」
28と ぃぅ事業が組み合わさり、史跡整備の概念が広

がった。この事業は、国民が地域の歴史と文化に親しみ、学習と憩いの場として積極的に

活用できるよう視覚的・立体的に分かりやすい史跡整備を行うため、遺構の実物大の復元

や遺跡の模型の設置、体験学習施設などの建設に必要な経費について自治体に補助をする

ものであった。これが全国の史跡の積極的な復元と活用を模索する契機となり、以後全国

で復元整備される史跡が増加することとなった
29

5.結 論

以上のように、韓 。日間の文化財保護法 と史跡関連指針などを見てきた。両国における

文化財保護法の変化を見ると、初期には開発 を背景 として文化財保護のための政策中心に

変化 していたと言える。こうした中、社会的な要求に合わせた活用のための指針 と原則が

整備
30さ

れたが、 日本では文化庁の主導下に早 くか ら指定された史跡を活用するために展

示館 との一体化 を企図した史跡の整備が試みられ、豊富な財政的支援が行われた。また、

1989年 度の指針でも財政的支援は無論のこと、その史跡活用の範囲を復元にまで果敢にも

許容するなどの試みが際立っている。 しか し韓国の場合、指針に従った財政的な支援につ

いての具体的な項 目はなく、包括的な史跡整備に関する基本的な概念定立 と各史跡がもつ

特徴を生かせるような指針を提供することに重点を置いている。

これらをまとめると、次の様に結論できるであろう。 日本では、文化財保護法の単一法

のもと文化財の範囲を包括的に広げてお り、指針は文化庁の主導下に財政的支援 と対象が

決め られ史跡に適用 されている。また、その流れは保存か ら積極的な活用へ と移ってお

り、果敢な史跡整備がなされている。

これに対 し韓国では、2000年代初めまでは文化財保護法が時間差を置いて日本と類似 し

た変化 を見せたが、2010年 度の文化財保護法改定で果敢 にも文化財保護法の特性 を分離

し、文化財庁の政策的な役害Jを 強調するとともに、指針においても自治体の力量強化に焦

点を合わせて自治体の文化財庁からの独立性 を強調 しようとする傾向が見 られる。韓国も

日本 と同様に、主眼を保存から活用へ と移 しているが、その動 きにおいては直接的で積極
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第 4表 風土記の丘事業対象一覧

文化財名 事業名 事業内容 備 考

1 日向洞窟 山形県立 うきたむ風上記の丘
そ古資料館

日向洞窟整備

下野国分寺跡、

下野国分尼寺跡
しもつけ風土記の丘

資料館

下野国分寺跡、下野国分尼寺跡整備

侍塚古墳、
駒形大塚古墳

なす風上記の丘
資料館

侍塚古墳、駒形大塚古墳整備

4 埼 玉古墳 群 さきたま風上記の丘
博物館

埼玉古墳群整備

5

岩屋古墳、

旧学習院初等科正堂、

旧御子神家住宅

千葉県立房総風上記の丘

資料館

岩屋古墳、 日学習院初等科正堂、

日御子神家住宅整備

6 雄 山神 社 立 山風 土記 の丘
博物館

雄山神社

7 銚子塚古墳附丸山塚古墳 甲斐風上記の丘
考古障物館

銚子塚古墳附丸山塚古墳

安土城跡、観音守城跡、

瓢箪山古墳、

大中湖南遺跡

近 江風 上記 の丘

考古博物館
安土城跡、観音寺城跡、瓢算山古墳、
大中の湖南遺跡

9 一須賀古墳群 大 阪府 立近 つ飛 鳥風 上記 の丘
博物館
一須賀古墳群

岩橋千塚古墳群 和歌山県立紀伊風上記の丘
資料館

岩橋千塚古墳群

11
当雲国府跡、

司田山古墳群
人雲立つ風上記の丘

資料館
出雲国府跡、岡田山古墳群

府中国分寺 吉備路風上記の丘
郷土資料館

備中国分寺

浄楽寺 七 ッ塚古墳群、

旧真野家住宅
広 島県 立 み よ し風 土記 の丘

歴史民俗資料館

浄楽寺 七ッ古墳群、

旧真野家住宅

14 岩原古墳群 肥後古代の森
装飾古墳館
岩原古墳群

15 ナ十部 高森古墳群 宇佐風上記の丘
歴史博物館

)1吉卜高森古墳群

西都原古墳群 西都原風上記の丘
考古博物館

西都原古墳群

的というよりは、原則を立てて接近しようとする点に差がある。

以上のように、本稿では韓 ,日 間の文化財保護法の変化と史跡関連指針などを検討し、

社会的な変化と要求が時間的な差を置いて政策に反映され、また指針として作られて具現

化する過程を見てきた。これを通じて文化財保存と活用において政策の方向設定が重要な

要素として適用され、指針で具体的な範囲を設定することが重要であることが明らかにな

った。今後はこのような政策と指針に対する客観的な評価が必要であるが、現在評価を下

すには研究が未だ開始段階にすぎないため難しい。これからの研究成果に期待する。

言主

1 瑠蝦千「せ千斗 せ暑・ lモ●lヌ1ユ三狙利 日ia‐L電子」と斗利ユ三瑠 娑 せPlせ州告 考増立ユ『せ号
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A Study on he mttnttllallce site,
due to he change in cultural heritage poLcy in Korea alld Japall

Km,Chul‐Ju

Abstracti Currently used in preservlng he culttral secbr to be analyzed,and his requires a sodal

change and is based on the Fl藻_These sociτ d changes and demands,such as the Cultural Properties

Protecdon Law revision is renected in he cultural pohcy is to prcjvlde direcdon,in order to renne

his guidancc is prepared.綱 壺se guide■ nes areセ ℃�aly apphedto he nl五nttnance of histonc』 sites

will appear as a resu比 ,people learn he history of the place,hatis to be e� oyed as a place of rest.

Thus,conservation and utilization of cultural properties in he direction of policy M■ serve as an

unportant factoち but ttso set guide■ nes for the specinc range �l be impottntin he inaintenance

hisbry was investilgattd.

Keywords:Korea and Japan,Cultural properties,Polcies,Guidehnes,IIistorical sites,Site
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